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原告  原告１－１ほか 
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１、請求原因事実との関連性 

 鈴木眞一氏の証言（以下、鈴木証言という）が請求原因事実を証明するもの

であることは、既に原告準備書面（４３）第１（２～５頁）、同（５９）２（４

～５頁）で主張した通りだが、いま、これを整理した上で、以下に再掲する。 

(1)、請求原因事実と《県民健康調査の甲状腺検査における小児甲状腺がんの「悪

性ないし悪性疑い」の症例数》の関連性 

ア、行政訴訟 

県内子ども原告らの請求の趣旨は、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害

の危険のない安全な環境（地域）で教育の実施（作為及び不作為）を求める給

付請求、及び上述の安全な環境（地域）で教育を受ける権利の確認を求める確

認請求であり（以下、これらを総称して、本請求という。平成２８年２月１０

日付訴えの追加的変更申立書参照）、本請求は言うまでもなく、「現時点にお

いて」被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険のない安全な環境の下

で教育を受ける権利の保障を求めるものに基づくものである。 

従って、「現時点における、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険

を裏付ける情報」こそ、本請求の成否を判断する上で最も重要な事実である。

この点、小児甲状腺がんはチェルノブイリ事故で被ばくによる住民の健康被害

として認められた病気であり、その原因としてヨウ素１３１だけでなく、半減

期約３０年のセシウム１３７によるものでもある可能性が高いことは原告準備

書面（５９）１（ユーリ・バンダジェフスキー「放射性セシウムが人体に与え

る医学的生物学的影響」〔甲Ｂ１３７〕１５頁）で主張した通りである。従って、

被告福島県が実施している県民健康調査の甲状腺検査における小児甲状腺がん

の「悪性ないし悪性疑い」の症例数（以下、本件症例数という）は「現時点に

おける、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険を裏付ける最も重要

な情報」である。 

イ、国家賠償訴訟 

 次に、福島原発事故当時に福島県内で居住していた子どもたちのうち、何人

に小児甲状腺がんが発症しているかは、国賠訴訟の関係でも重要な事実である。

国賠訴訟の原告らは、子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させる機会を与えられ

ることもなく、被告国や被告福島県の無為無策によって無用な被ばくをさせら
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れてしまったことに心を痛めている。無用な被ばくによる健康影響は、チェル

ノブイリ原発事故の例をみても、小児甲状腺がんに限られるものではないが、

それでも、福島県全体において、被ばくを原因とする小児甲状腺がんが発症し

ているか否かは、その精神的苦痛に客観的根拠があるか否かを判断する上で重

要なメルクマールである。被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症が否定で

きるのであれば、原告らの精神的苦痛はひとまず杞憂であったと考えることが

できるかもしれないが、これが否定できないのであれば、自分の子どもが小児

甲状腺がんその他被ばくを原因とする様々な疾患にり患するかもしれないとい

う精神的苦痛を抱いていることについて、具体的な根拠があることになる。し

たがって、本件症例数は、本件国賠訴訟においても、極めて重要な事実である。 

 

(2)、本件症例数と鈴木証言の関連性 

ア、本研究プロジェクト 

２０１３年１２月頃から、福島県立医大甲状腺内分泌学講座の主任教授鈴木眞

一を研究責任者として、山下俊一長崎大学副学長率いる長崎大学と連携しなが

ら、福島県内の１８歳以下の小児甲状腺がん患者の症例データベースを構築し、

同がん患者の手術サンプル及び同サンプルから抽出したゲノム DNA、cDNA を長

期にわたって保管・管理する「組織バンク」を整備する研究プロジェクト（以

下、本研究プロジェクトという）がスタートした。 

イ、本研究プロジェクトの社会的使命 

本研究プロジェクトの社会的使命は、研究計画書（甲 C７３の２。以下、本研

究計画書という）によれば、 

《我々が福島県内で発生した小児甲状腺癌の DATA 集積を行い、その分子生物

学的特性を明らかにすることは、低線量被ばくの健康への影響の有無を知る上

で、きわめて重要な知見となる。こうした患児の長期的な経過観察を行ない、

その手術サンプルから、得られる genomic DNA および cDNA 等を一元的に保

管・管理するシステムの構築し、情報を発信することは我々の社会的な使命と

考えている》（５頁「７ 研究の背景及び目的」１８～２２行目。下線は原告

代理人）。 

ウ、本研究プロジェクトの目的 
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この社会的使命に基づいて、本研究計画書は本研究プロジェクトの目的を次の

通り２つ掲げる。 

《本研究では、小児甲状腺腫瘍の組織バンクを構築する。小児甲状腺超音波検

診で発見される甲状腺癌の分子生物学的特性を明らかにすることを目的とす

る。》（同上２３～２４行目） 

 この２つの目的については、研究成果報告書（甲 C７５。以下、本研究成果報

告書という）で、次の通り報告されている。 

《本研究では、①小児甲状腺腫瘍の組織バンクを構築する。小児甲状腺超音波

健診で発見される甲状腺癌の分子生物学的特性を明らかにすることを目的とす

る。 

①手術標本の管理保存体制の確立 

甲状腺超音波健診を中心とした、福島県内の小児に対する健康管理調査は、長

期にわたって継続されるものである。したがって、今後、発見される可能性の

ある小児甲状腺癌の手術標本から、genomic DNA, cDNA, 新鮮凍結標本を保管・

管理することは、必要不可欠である。 

②遺伝子変異の解析 

（以下、略）‥‥  》（２枚目右段下から９行目～３枚目右段１行目） 

 

 以上の記述から明らかなことは、未曾有の原発事故による未曾有の健康被害

の発生という重要課題に直面して、福島県立医大の鈴木眞一教授らの研究チー

ム（以下、鈴木研究チームという）は《我々が福島県内で発生した小児甲状腺

癌の DATA 集積を行い、その分子生物学的特性を明らかにすることは、低線量

被ばくの健康への影響の有無を知る上で、きわめて重要な知見となる》という

自覚に立ち、その DATA 集積のためには《手術サンプルから、得られる genomic 

DNA および cDNA 等を一元的に保管・管理するシステムを構築し、情報を発信

することは我々の社会的な使命と考えている》（下線は原告代理人）と、鈴木

研究チームが一元的に保管・管理するシステムである「組織バンク」（以下、

本組織バンクという）を構築すると明確に述べている点である。 

エ、本組織バンクの対象者の選定 
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 以上の目的に沿って、本研究計画書は、本組織バンクの対象となる「対象者

の選定」について、次のように言う。 

《研究期間内に当施設および協力施設に受診・入院した手術適応となる１８歳

以下の甲状腺癌患者のうち、研究参加の同意が得られたもの。‥‥協力病院に

ついては、対象者が発生した際に、計画変更申請にて、別個に追加する。》（下

線は原告代理人。５頁「８ 対象者の選定」２５～２９行目） 

 この記述から明らかなことは、福島県内で発生した小児甲状腺癌の DATA 集

積のためには鈴木研究チームが一元的に保管・管理するシステムを構築する必

要があり、この一元的な管理システムを実現するために、本組織バンクの対象

となる対象者は、当施設すなわち福島県立医大に限らず協力施設で手術を行な

った甲状腺癌患者のうち同意を得られたものとし、さらに、もし従来の協力施

設以外の施設で甲状腺癌患者の手術が行なわれる場合には、当該施設を新たな

協力施設として追加申請して当該患者も対象者に含むこととして、鈴木研究チ

ームが可能な限り、福島県内で発生した全ての小児甲状腺癌の DATA 集積を行な

う体制を作るとした点である。 

オ、一元的に管理する症例データベースの構築 

 前記ウ及びエで述べた、鈴木研究チームによる本組織バンクの一元的な管理

システムの実現は、同時に、１８歳以下の甲状腺癌患者の症例データベースも

鈴木研究チームにより一元的な管理システムとして構築することを意味する。

この症例データベースの一元的な管理システムの構築について、本研究成果報

告書は次のように明らかにしている。 

《４．研究成果 

①症例データベースの構築 

2016 年 3 月 31 日現在、福島県立医科大学附属病院で手術を施行した症例は、

128 例であった。腫瘍径、年齢、リンパ節転移の有無、病理組織学的所見など

の情報を一元的に管理するデータベースを構築した。》（下線は原告代理人。

以下、鈴木研究チームが一元的に管理する症例データベースを本症例データベ

ースという。４枚目左段９～１５行目） 

 従って、前記イの通り、研究成果の情報発信を本研究プロジェクトの社会的

使命と掲げる鈴木研究チームにとって、本症例データベースに登録された全て
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の「悪性ないし悪性疑い」の症例数を公表することは、言うまでもなく《情報

を発信することは我々の社会的な使命》（甲Ｃ７３本研究計画書５頁「７ 研

究の背景及び目的」２１～２２行目）の一環である。 

 その際、注意すべきことは次の２点である。 

１点目は、本症例データベースは、本組織バンクと異なり、《甲状腺癌患者

のうち、研究参加の同意が得られたもの》という限定が付されていないことで

ある。すわなち、本研究参加の同意の有無に関わらず、福島県内で発生した１

８歳以下の甲状腺癌患者は全てデータベース登録の対象とされる。従って、前

記エで述べた通り、本組織バンクの対象者の選定は福島県立医大に限らず協力

施設または協力施設以外の施設で手術した甲状腺癌患者全てを対象としたもの

であるから、これらの者の症例情報が全て本症例データベースに登録されるこ

ととなる。その際、甲状腺癌患者の同意なしに彼らの症例情報を本症例データ

ベースに登録できるかという問題が発生するが、この問題は改めて論ずるとし

て、前記イに掲げた社会的使命を達成するためには、すなわち原発事故による

健康被害の影響の有無を長期間にわたり注意深く検討していくためには、チェ

ルノブイリ原発事故後に、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア周辺３国で、原発

事故の被災者のデータを全て登録し、一元的に管理するデータベースが作られ

てきたように1、福島原発事故においても一元的に管理された症例データベース

の構築は必要不可欠である。 

２点目は、一元的に管理する症例データベースの構築にあたって、「二次検

査では経過観察となり、診療中で甲状腺がんが診断された」場合の症例は除く

といった例外を設けていないことである。鈴木研究チームのスタンスは、前記

エの下線部分（４頁）の通り、もし従来の協力施設以外の施設で甲状腺癌患者

の手術が行なわれることが判明した場合には、当該施設を新たな協力施設とし

て追加申請して当該患者を対象者に加えるというもので、これは一元的に管理

する本症例データベースの構築をめざす以上、当然のことである。 

カ、守秘義務について 
                                                 
1 ウクライナではウクライナ国立記録センターで、チェルノブイリ事故被災者２３６万人の
データがデータベースに登録され、一元的に管理されている。その様子は 2013 年 9 月２３
日放送のＮＨＫ・ＥＴＶ特集「シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地帯からの報告
「第２回ウクライナは訴える」で紹介された。 
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 鈴木証言の中心は本件症例数についてである。言うまでもなく本件症例数は

個人情報を含んでいないから、これについて守秘義務は発生しない。それどこ

ろか、これは被ばくによる県民の健康被害を評価する上で最も重要な情報、そ

れゆえ、県民にとって公共性の最も高い情報であり、なおかつ鈴木研究チーム

が本研究プロジェクトの社会的使命として掲げる「情報の発信」として、いち

早く発信されなければならない情報である。 

キ、小括 

  以上の通り、鈴木研究チームは、福島県内で発生した１８歳以下の甲状腺癌

患者の情報を一元的に管理する本症例データベースを構築しており、従って、

鈴木研究チームは、福島県内で発生した１８歳以下の甲状腺癌の「悪性ないし

悪性疑い」の症例について、福島県立医大のみならず協力施設または協力施設

以外の施設で手術した甲状腺癌患者の情報も把握しており、その際、「二次検

査では経過観察となり、診療中で甲状腺がんが診断された」場合は除くといっ

た例外を設けておらず、「経過観察」中に「悪性ないし悪性疑い」が発見され

た症例の数も把握しており、言うまでもなく、これらの《情報を発信すること

は我々の社会的な使命》（本研究計画書５頁「７ 研究の背景及び目的」２１

～２２行目）である。 

以上から、鈴木証言によって、本件症例数すなわち《県民健康調査の甲状腺

検査における小児甲状腺がんの「悪性ないし悪性疑い」の症例数》が明らかに

なることは疑いの余地がない。 

 

(3)、甲状腺がん手術の妥当性と鈴木証言の関連性 

「福島県民健康調査の甲状腺検査」で実施された甲状腺がん手術は「治療の必

要のない無害ながん」の手術を行ったといった批判（いわゆる過剰診断論。例

えば高野徹大阪大学講師・福島県「県民健康調査」検討委員の「芽細胞発癌説」）

がある。この批判によれば、仮に本件症例数が多発を示す数であることが判明

しても、それはもともと「治療の必要のない無害ながん」の手術の数であるか

ら、「現時点における、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険を裏

付ける最も重要な情報」とはならないことになる。 

 しかし、「福島県民健康調査の甲状腺検査」で実施された甲状腺がん手術は
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手術の妥当性に関するガイドラインを満たした適切なものであり、過剰診断論

等の批判は当っておらず、決して「治療の必要のない無害ながん」の手術では

ない。この点についてを自ら執刀にあたった鈴木氏自身の証言により明らかに

する。 

 尤も、被告国意見書は、上記要証事実については今般提出の鈴木氏の論文（乙

Ｂ４６。以下、本論文という）をもって十分である旨主張するが（６～７頁）、

しかし、本論文には例えば高野徹検討委員の「芽細胞発癌説」などの過剰診断

論の批判に対する鈴木氏の見解は書かれておらず、本論文だけでは甲状腺がん

手術の妥当性の解明にとって不十分であることは明らかである。 

 

２、書面尋問について 

(1)、書面尋問の限界と通常の証人尋問の必要性について 

被告国意見書は鈴木証言は書面尋問で足りる旨を主張する（１２頁）。しかし、

書面で回答してもらった場合、その回答のすべてにわたって原告が納得できる

とは限らず、さらに再質問して確認したい事項が必ず出現する。だからといっ

て、書面尋問を２回、３回と重ねることは事実上不可能である。そこで、こう

した不可避の事態を解決するためには、やはり、出頭した証人に直接質問して、

その回答の内容によっては、その場で直ちに再質問することが可能な証人尋問

によることが不可欠である。 

(2)、出頭困難な場合の対応について 

 これに対して、被告国意見書は、多忙を極める鈴木氏の出頭は困難である旨

を主張するが（１２頁）、万が一、鈴木氏が予定した５回の期日のいずれにも出

頭が困難であると判明した場合、このような場合の解決方法として、別途日を

改めて、鈴木氏の職場である福島市内の福島県立医科大学で証人尋問を実施す

る出張尋問（民訴法第１９５条）があるので、この方法によるべきである。 

(3)、反対尋問による弾劾の必要性について 

 さらに、被告国意見書は、《反対尋問による弾劾の必要性が乏しい》旨主張す

る（１２頁イ）。現時点で鈴木氏の人証申出をしているのは原告だけであるから、

反対尋問をするのは被告である。すると、これは《被告の反対尋問による弾劾

の必要性が乏しい》という意味となる。しかし、そもそも原告が申請する敵性
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証人が被告側にとって「反対尋問の弾劾の必要がない」ことは、山下俊一証人

ひとつ取っても自明である。これが証人採否に影響を与えないことは明らかで

ある。 

ただ、いま仮に、鈴木証人を双方申請するとして、これを《原告の反対尋問

による弾劾の必要性が乏しい》という意味に善解する（さもないと、被告国意

見書１２頁イの主張の意味が通らない）。しかし、例えば原告らの昨年１０月５

日付調査嘱託申立書により鈴木研究チームに対し、本研究プロジェクトの中で

把握した本件症例数を明らかにされたいと質問したところ、昨年１２月５日付

書面により「当該研究では該当する情報はありません」と回答があった。この

回答が、上記１(2)で明らかにした本研究プロジェクトの社会的使命、目的、本

組織バンクの対象者の選定及び一元的に管理する症例データベースの構築の内

容に照らし、著しく合理性を欠き、到底、整合性が取れないことは明らかであ

る。それゆえ、この１点だけでも、原告にとって、鈴木証人に対し《反対尋問

による弾劾の必要性》は極めて大きい。 

 

３、小括 

 以上より、尋問の方法を通常の尋問または出張尋問によるかは別として、鈴

木氏の証人尋問の必要性は明らかである。 

以 上 


